
 

 

建築基準法第４２条第１項第５号の道路の位置の指定をしましたので、建築基準法施行

規則第１０条の規定に基づき公告します。 

その関係図書は、都市計画局建築指導部建築指導課において、一般の縦覧に供します。 

令和４年８月１６日 

    京都市長 門 川 大 作   

１ 指定事項 

 

２ 縦覧時間 

  京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日以外の日の午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで 

                     （都市計画局建築指導部建築指導課） 

指定番号 
指定 

年月日 

道路の 

幅員 

道路の 

延長 
道路の位置 道路の申請者 

 

 

第6053号 
 

令和 

 

4.8.9 

 

ﾒｰﾄﾙ 

 

6.00 

ﾒｰﾄﾙ 

 

21.45 

 

 

京都市東山区泉涌寺

東林町３２番６９ 

 

株式会社ＤｒｅａｍＴｏ

ｗｎ 代表取締役 藤井 

正和 


